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日吉津村農業委員会１０月 月例総会議事録 
 

１．開 催 日 時  平成３０年１０月１０日（水)午後１時３０分から午後３時１８分 

 

２．場      所  日吉津村役場２階 第３会議室 

 

３．出  席  者  委員  １０人 

       会長   １０番  齋下 博三 

       委員    １番  川原 邦建 

             ２番  加藤 達郎 

             ３番  兼本 修二 

             ４番  三鴨 真樹 

             ５番  安達 哲也 

             ６番  立脇 賢二 

             ７番  山﨑 博 

             ８番  上野 秀雄 

             ９番  長谷 昭宏 

 

農業委員会事務局職員 事 務 局 長 益田 英則 

           事 務 局 齋古 直樹 

                 増本 唯史 

 

４．欠 席 者   なし 

 

５．議 事 日 程 

日程第 １        会議録署名委員の指名 

   日程第 ２        諸般の報告について（行事報告） 

   日程第 ３ 報告第１９号 農用地利用配分計画の認可について 

   日程第 ４ 議案第３４号 農地法第３条の規定による許可申請について 

   日程第 ５ 議案第３５号 日吉津村農用地利用集積計画について 

   日程第 ６ 議案第３６号 農用地利用配分計画(案)に係る意見について 

   日程第 ７ 議案第３７号 日吉津村農業振興地域整備計画の変更(一部除外)につい

て 

   日程第 ８ その他 

          ① 農地利用意向調査の予定について 

          ② 人・農地プランについて 

          ③ 学校農園・保育所農園等の営農計画について 

          ④ 活動記録簿の記入について 

          ⑤ １１月 月例総会の開催日について 

 

６．会議の概要 

局長     ただいまから平成 30 年 10 月、日吉津村農業委員会月例総会を開会いたしま

す。出席委員は在任委員 10 名中 10 名です。定足数に達しておりますので、総

会は成立しております。 

それでは、会長より開会の挨拶をお願いいたします。 

 

議長     皆さん、本日は月例総会にお集まりいただきありがとうございました。 



2 

       雨の中、現地確認をしていただきましたし、開会前に担い手育成機構上場理

事長から中間管理事業で預かっている農地についてお話を伺いました。12月 31

日で合意解約ということで、年明けから座談会等で色々な意見が出てくると考

えます。稲刈りはコシヒカリが終わって、きぬむすめの稲刈りが始まっていく

と思いますが、天候が定まらないので遅くなると予想されます。 

それでは早速ですが、日程に入らせていただきます。 

日程第 1、会議録署名委員さんの指名をさせていただきます。今月は 9番・長

谷委員さん 1番・川原委員さんにお願いいたします。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     続きまして日程第 2、諸般の報告。行事報告を事務局からお願いします。 

 

〔事務局 行事報告説明〕 

 

議長     諸般の報告が事務局よりございました。 

       発言される際は、挙手をし、会長より指名を受け、番号・氏名を言ってから

発言をお願いします。 

皆さんご意見・ご質問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら、次の日程に移らせていただきます。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 3、報告第 19 号、農用地利用配分計画の認可について事務局より説明

をお願いいたします。 

 

〔事務局 報告第 19号、農用地利用配分計画の認可について説明〕 

 

議長     報告第 19号、農用地利用配分計画の認可につきまして、皆さんご意見・ご質

問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら、次の日程に移らせていただきます。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 

議長     日程第 4、議案第 34 号、農地法第 3 条の規定による許可申請について事務局

より説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 34号、農地法第 3条の規定による許可申請について説明〕 

 

議長     議案第 34号、農地法第 3条の規定による許可申請につきまして、皆さんご意

見・ご質問はありませんか。 
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〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら、採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手多数〕 

 

議長     承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 5、議案第 35 号、日吉津村農用地利用集積計画について事務局より説

明をお願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 35号、日吉津村農用地利用集積計画について説明〕 

 

議長     議案第 35号、日吉津村農用地利用集積計画につきまして、ご意見・ご質問は

ありませんか。 

 

山﨑委員   1 番の圃場については新規か。 

 

事務局    以前から貸借の実態があったようですが、この度、正式な手続きを踏んだと

いうことでございます。 

 

立脇委員   内容の欄で野菜と普通畑の違いは。 

 

事務局    担い手育成機構が絡む時には、普通畑という書き方になります。 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら、採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 

 

議長     承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 6、議案第 36 号、農用地利用配分計画(案)に係る意見について事務局

より説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 36号、農用地利用配分計画(案)に係る意見について説明〕 

 

議長     議案第 36号、農用地利用配分計画(案)に係る意見につきまして、ご意見・ご

質問はありませんか。 

 

山﨑委員   大型機械所有者が 300 ㎡の配分とは何か疑ってしまう。 
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事務局    現在、配分予定地の南側で耕作中です。地権者から依頼があったため、このエ

リアで耕作を計画中です。 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら、採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 

 

議長     承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 7、議案第 37 号、日吉津村農業振興地域整備計画の変更(一部除外)に

ついて事務局より説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 37号、日吉津村農業振興地域整備計画の変更(一部除外)について説明〕 

 

議長     議案第 37号、日吉津村農業振興地域整備計画の変更(一部除外)につきまして、

皆さんご意見・ご質問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 

 

議長     承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 8、その他①、農地利用意向調査の予定について 

 

〔事務局 その他①、農地利用意向調査の予定について説明〕 

 

議長     その他①、農地利用意向調査の予定につきまして、皆さんご意見・ご質問はあ

りませんか。 

 

山﨑委員   調査時には、周囲に迷惑がかからないように草刈くらいはして下さいよ。と

言うのか。 

 

立脇委員   結果としては、草刈はして下さい。という事になるかも知れないが、農業委員

の姿勢としては、営農して下さい。と言わなければならない。 

 

議長     機械も草刈機も無い中であっても、最低保全管理という事です。 
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山﨑委員   遊休農地解消の全国的に例はないか。 

 

川原委員   中間管理機構管理の農地も荒れている中、調査でその事を言われかねない。 

 

議長     最終的に隣地・周囲の人に迷惑が掛からないように保全管理して下さい。と

しか言いようがない。 

       次に進みます。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 8、その他②、人・農地プランについて 

 

〔事務局 その他②、人・農地プランについて説明〕 

 

議長     その他②、人・農地プランにつきまして、皆さんご意見・ご質問はありません

か。 

 

山﨑委員   時間はどれくらいか。 

 

事務局    1 時間 30 分くらいを予定しております。 

 

山﨑委員   農業委員は地区に出れば良いか。 

 

事務局    基本的には地区に出ていただけるように考えております。アドバイザー的な

立場で、質問等に対してご意見をいただければと思っています。 

 

議長     圃場整備の話が出れば、農業委員として答弁ができない。 

 

局長     日程につきましては、実行組合長と話ができておりませんので、変更の可能

性があります。 

 

山﨑委員   役場からは何名出席か。 

 

局長     4～5 名で、村長は都合がつけば出席するとの事です。 

 

山﨑委員   前回のアンケートも参考にするのか。日吉津村の農業粗生産額を指針として

話をしなければ上手くいかない。センサス等で調べておく必要がある。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 8、その他③、学校農園・保育所農園等の営農計画について 

 

〔事務局 その他③、学校農園・保育所農園等の営農計画について説明〕 

 

議長     その他③、学校農園・保育所農園等の営農計画につきまして、皆さんご意見・

ご質問はありませんか。 

 

山﨑委員   それぞれどれくらいの予算か。 
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事務局    いも農園は人件費込みで 30～40 万円位です。水稲も人件費込みで 30～40 万

円位です。 

議長     観光農園の進捗状況はどうか。 

 

局長     総務課と協議をして、草刈・耕耘等を実施し、募集をかけたいと思います。 

      募集をかけるにあたって、どのような調整が必要かを総務課と協議しておりま

す。実施主体が観光協会であり、22～23 年くらいまでは区画が埋まっていた状

況でありました。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 8、その他④、活動記録簿の記入について 

 

〔事務局 その他④、活動記録簿の記入について説明〕 

 

議長     その他④、活動記録簿の記入につきまして、皆さんご意見・ご質問はありませ

んか。 

 

山﨑委員   提出はいつか。 

 

事務局    12 月末にお願いします。 

 

立脇委員   新しくお配りした活動記録簿は 7 月からを記入してください。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 8、その他⑤、11 月 月例総会の開催日について 

 

事務局    11 月 9 日(金)はどうでしょうか。 

 

議長     それでは、11 月 9 日(金)午後 1 時 30 分でお願いいたします。 

 

議長     他に無いようですので、以上で月例総会を終了いたします。 

 

閉会時刻  午後 3時 18分 

 


